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漁業系廃棄物処理ガイドラインの改訂について（通知） 

 

 廃棄物行政については、かねてから様々な御尽力をいただいているところであるが、今

般、漁業生産活動及びこれに付随する行為に伴って生ずる廃棄物（以下「漁業系廃棄物」

という。）等の発生抑制、再使用、再利用、熱回収及び適正な処理の確保を図るため、平

成３年に作成された「漁業系廃棄物処理ガイドライン」を別添１のとおり改訂したのでお

知らせする。 

 改訂されたガイドラインにおいては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法

律第137号）の最新の内容を反映している。また、漁業者が取り組みやすいよう、漁業者の

廃棄物処理に役立つ情報（自己処理や処理の委託先、契約内容等に関する情報）を盛り込

んでいるほか、循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）の理念を反映し、漁業

系廃棄物等の発生抑制や循環的な利用(再使用、再生利用等)に資する情報を充実させてい

る。 

 また、漁業系廃棄物の計画的処理の推進について、本日、別添２のとおり水産庁増殖推

進部漁場資源課長通知が発せられているところである。こちらの通知に添付された指針は、

漁業者による自らの漁業系廃棄物の計画的な処理及び漁業者団体等の主導による地域で大

量に発生する同一種類の漁業系廃棄物の集団的かつ計画的な処理の推進を目的としており、

本ガイドラインと併せて御了知願いたい。 

貴職におかれては、本指針及び本ガイドラインに沿った積極的な取組が行われるよう、

廃棄物処理業者等の関係者に周知いただきたい。また、漁業系廃棄物等の循環的な利用を

行うメーカー、漁業用資材のメーカー等においても、本指針及び本ガイドラインの取組を

通じて、循環型社会形成に向けた取組がなされるよう努めていただきたい。 

  

 

漁業系廃棄物処理ガイドラインの掲載場所 

http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline/gyogyokei/post_55.html 

 

漁業系廃棄物処理計画策定推進指針の掲載場所 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/action_sengen/190418.html 
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 はじめに 

漁業生産活動に伴って生じるいわゆる漁業系廃棄物の問題について、漁業者自らが積極

的に取り組むことは、自らの手で漁業環境や漁村環境を改善し豊かな漁業を築くことであ

り、さらには、漁業生産活動が自然環境を大切にしていることの社会的理解を得る上でも必

要不可欠なことである。 

そこで、1991 年に「漁業系廃棄物処理計画策定指針」が作成されたことを踏まえ、漁業

系廃棄物の適正処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、同年に「漁

業系廃棄物処理ガイドライン」が作成された。ところが、その後、廃棄物処理の規範を定め

る廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）が度々改正されて

きたことや、循環型社会の形成や海洋保全を目的とした各種関係法令が整備されてきたた

め、現行の法令を踏まえた適切な漁業系廃棄物の処理の仕方を関係者に改めて広く伝達す

る必要が生じている。 

また、2050 年には、海洋プラスチックごみ量は重量ベースで魚の量（７億５千万トン）

を超過すると推定※されており、漁業への影響も懸念されているところである。海洋プラス

チックごみを含む海洋ごみの問題が国内外において高い関心を集める中、多種多様なプラ

スチック製資材を利用する産業である漁業においては、海洋ごみの発生を可能な限り防止・

抑制することにより、豊かな漁場を築き、漁業生産活動が自然環境を大切にしていることの

理解を得るという観点からも、廃棄物の迅速・適正な処理の徹底がこれまで以上に求められ

ている。このことから、令和元年５月に関係閣僚会議で策定された「海洋プラスチックごみ

対策アクションプラン」の中に、本ガイドライン及び「漁業系廃棄物処理計画策定指針」の

更新・周知を図ることが盛り込まれた。 

さらに、中国をはじめとするアジア諸国の廃プラスチックの輸入規制を受け、国内の廃プ

ラスチックの処理費用が値上がりし、廃プラスチックを含む廃棄物を排出する漁業の経営

への影響が懸念されており、漁業系廃棄物の効率的かつ計画的な処理がますます重要とな

っている。 

このような背景を踏まえ、以下のとおり改訂版 漁業系廃棄物処理ガイドラインを策定す

る。 

 

※ 世界経済フォーラムの報告書（2016）より 
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 漁業系廃棄物処理ガイドラインの目的と適用範囲 

 目的 

本ガイドラインは、漁業系廃棄物等について、循環型社会形成推進基本法に規定される発

生抑制や循環的な利用及び処分の基本原則を踏まえ、廃棄物処理法等に従って行うべき処

理や循環的な利用の方法や、それらの処理や利用を円滑に進めるための具体的な手順や参

考となる事例等を示すことにより、発生抑制、再使用、再生利用、熱回収及び適正な処理を

推進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

【解 説】 

本ガイドラインは、漁業系廃棄物等を適正に処理し、又は循環的な利用するために必要

な一連の処理である分別・保管、収集・運搬、自己処理、委託処理及び循環的な利用の手

順並びに不適正処理の防止に関する方策のほか、それらの参考となる事例等を示したも

のである。 

 

 適用範囲· 

２．１ 本ガイドラインは、漁業系廃棄物等について適用する。 

２．２ 本ガイドラインは、漁業系廃棄物等の排出事業者である漁業者、地方公共団体、

処理業者及び漁業系廃棄物等の循環的な利用を行うメーカー、漁業用資材のメーカ

ー等を対象とする。 

【解 説】 

漁業系廃棄物は、事業活動である漁業生産活動に伴って生じた廃棄物であることから、

事業者自らの責任において適正に処理されなければならない。 
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 漁業系廃棄物の現状 

 

 漁業系廃棄物の定義 

 用語の定義 

本ガイドラインにおける用語の意味は以下のとおりである。 

「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 

「漁業者」とは、漁業を営む者をいう。 

「漁業系廃棄物」とは、漁業者の漁業生産活動及びこれに付随する行為に伴って生

じる廃棄物をいい、海岸漂着物等及び災害廃棄物については、漁業生産活動に伴って

生じたものであっても、本ガイドラインの漁業系廃棄物とはしない。 

「廃棄物」とは、廃棄物処理法で定める、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、

廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状又

は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 

「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、

廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。 

「排出事業者」とは、漁業生産活動に伴って漁業系廃棄物を排出する漁業者等をい

う。 

「海岸漂着物等」とは、海岸に漂着し、又は海岸に散乱しているごみその他の汚物

又は不要物並びに漂流ごみ等（我が国の沿岸地域において漂流し、又はその海底に存

するごみその他の汚物又は不要物をいう。以下同じ。）をいい、漁業の通常の操業時

に漁網に混入した漂流ごみ等（いわゆる入網ごみ）を含む。 

「漁業系廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。  

一 漁業系廃棄物  

二 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された漁業の用

に供する資材（以下「漁業用資材」という。）で、現に使用されていないもの（海

岸漂着物等及び災害廃棄物を除く。） 

「循環資源」とは、漁業系廃棄物等のうち有用なものをいう。 

「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。 

「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 循環資源を製品としてそのまま使用すること（修理を行ってこれを使用するこ

とを含む。）。 

二 循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。 

「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。 

「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することがで

きるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。 
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 漁業系廃棄物の種類 

漁業系廃棄物はその種類に応じた処理基準に従い適正に処理しなければならない。 

【解 説】 

廃棄物処理法は、廃棄物の種類に対応した処理基準を定めており、廃棄物を処理する者

はこの処理基準を遵守しなければならない。 したがって、まず漁業系廃棄物の種類を正

しく識別する必要がある。 

漁業系廃棄物における一般廃棄物と産業廃棄物の種類及び具体的内容を以下に示す。 
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表 １ 漁業系廃棄物の分類表（漁船漁業※） 

廃棄物の種類 
一般 

廃棄物 

産業 

廃棄物 
備考 

漁

船

漁

業 

廃プラスチック類 
漁網 

 ○ 

鉛入り漁網は、金属くずとの混合物

に該当 

化繊ロープ類 
鉛入りロープは、金属くずとの混

合物に該当 

漁網と化繊ロープ類の混合物 

－ 
組紐、撚糸 

硬質フロート（ブイ、浮子類） 

発泡スチロール製フロート 

合成ゴム製おもり 
天然ゴム製おもりは、ゴムくずに

該当 

包装資材（ビニール袋、PP バンド） 

－ 
アナゴ筒（筒、フタ） 

プラスチックパレット 

発泡スチロール製魚箱 

化学繊維ウエス類 

天然繊維ウエス類は、繊維くずに

該当。油を多く含むものは、廃油

との混合物に該当することがあ

る。 

FRP 船 － 

プラスチック製たこ壺 
陶器製たこ壺は、ガラス陶磁器くず

に該当 

＋金属くず 

＋特管廃酸 
バッテリー 

バッテリーは特別管理産業廃棄物

に該当 

ゴムくず 

天然ゴム製おもり  ○ 

金属入りおもりは、金属くずとの

混合物に該当。合成ゴム製おもり

は、廃プラスチック類に該当 

金属くず 廃缶類 

 ○ － 
廃ワイヤー類 

おもり（鉛） 

鋼船 

ガラス/陶磁器くず 陶器製たこ壺 
 ○ 

プラスチック製たこ壺は、廃プラ

スチック類に該当 集魚灯 

廃油 廃潤滑油 

 ○ 

－ 
ビルジ 

塗料 

性状や成分により廃プラスチック

類や汚泥等に該当することがあ

る。 

紙くず ダンボール 
○  － 

包装資材 

木くず 木製魚箱 
○  

－ 船舶の内装材 

木製パレット  ○ 

繊維くず 天然繊維ウエス類 

○  

化学繊維ウエス類は、廃プラスチ

ック類に該当。油を多く含むもの

は、廃油との混合物に該当するこ

とがある。 

魚介類残渣 貝殻 

○  

水産食料品製造業の事業活動に伴

い排出されたものは産業廃棄物に

該当 
付着物残渣 
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表 ２ 漁業系廃棄物の分類表（養殖業） 

廃棄物の種類 
一般 

廃棄物 

産業 

廃棄物 
備考 

養

殖

業 

廃プラスチック類 養殖いけす用網、のり網 

  ○ 

－ 

化繊ロープ類 

硬質フロート（ブイ、浮子類） 

発泡スチロール製フロート 

フロートカバー 

廃シート類 

プラスチック製養殖用資材（アゲピ

ン、カキ養殖用パイプ等） 

PE・FRP パイプ（養殖筏、のりひび

等） 

のり簀（のりみす） 

容器包装資材（酸処理剤容器、ビニ

ール袋、PP バンド等） 

プラスチックパレット 

発泡スチロール製魚箱 

化学繊維ウエス類 

天然繊維ウエス類は、繊維くずに

該当。油を多く含むものは、廃油

との混合物に該当することがあ

る。 

FRP 船 
－ 

＋金属くず パールネット、丸かご 

＋金属くず 

＋特管廃酸 
バッテリー 

バッテリーは特別管理産業廃棄物

に該当 

金属くず 廃缶類 

  ○ － 

廃ワイヤー類 

アンカー 

養殖いけす用金網 

養殖いけす枠 

廃油 廃潤滑油 

 ○ 

－ 

塗料 

性状や成分により廃プラスチック

類や汚泥等に該当することがあ

る。 

紙くず ダンボール 
○  － 

包装資材 

木くず 竹（養殖用資材） 
○  

－ 船舶の内装材 

木製パレット  ○ 

繊維くず 天然繊維ウエス類 

○  

化学繊維ウエス類は、廃プラスチ

ック類に該当。油を多く含むもの

は、廃油との混合物に該当するこ

とがある。 

魚介類残渣 貝類 

○  

水産食料品製造業の事業活動に伴

い排出されたものは産業廃棄物に

該当 

付着物残渣 

へい死魚 

 

 

※漁船漁業その他の養殖業以外の漁船を用いない漁業を含む。 
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 漁業系廃棄物の発生量・予測量 

2008～2017 年までの漁業系廃棄物の種類別発生量は、以下の表に示すとおりである。ま

た、項目別の発生量の算出根拠についても以下に示す。 

 

表 ３ 漁業系廃棄物の種類別発生推定量 

                          （千 t／年） 

年次 

廃棄船 漁
網 

漁
網+
陸
上
網
※ 

漁
網
（
輸
出
入
勘
案
） 

貝
殻
等 

カ
キ
養
殖
用
パ
イ
プ 

鋼
船 

木
船 

Ｆ
Ｒ
Ｐ
船 

1992 153.1 15.1 … 25.7 25.7 … … … 

1997 82.5 8.0 … … 17.4 … … … 

2002 72.7 5.4 … … 11.7 … … … 

2007 34.5 2.4 31.7 … 11.5 … … … 

2012 28.0 1.2 24.8 7.1 9.6 5.3 433 0.4 

2017 17.4 0.6 13.9 6.9 9.5 4.7 365 0.4 

変化率 

1992 

↓ 

2017 

▲

88.6% 

▲

96.1

% 

… 
▲

73.2% 

▲

63.0% 
… … … 

区分 産
廃 

一
廃 

産
廃 

産
廃 

産
廃 

産
廃 

一
廃 

産
廃 

※ 漁網・陸上網とは、網地のことであって仕立て上がりを指すものではなく、 

また樹脂、顔料、タンニン、コールタールなどによる加工の有無を問わない。 

 なお、表３の推定量については、漁業の用に供するものを記載している。 

   

＜備考＞ 

令和元年度に全国 26 地域の 13 漁業種類（大中型まき網、中・小型まき網、沖合底びき

網、小型底びき網、刺網、大型定置網、小型定置網、はえ縄、養殖業（カキ、ホタテ、ブリ、

タイ、ノリ））を対象とした「水産庁委託事業『令和元年度漁業系プラスチック廃棄物の排

出・処理の実態把握に向けた調査』」での結果[1]によると、廃プラスチック類のうち、漁船

漁業においては、漁網、ロープの発生量が、養殖業においては、養殖いけす用網、ロープ、

発泡スチロール製フロート等の発生量が比較的多くを占めていた。なお、これらの発生量に

は、長期スパンで大量に発生する廃プラスチック類は含まれていない。 
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 漁船 

1983 年から 2017 年の 35年間では、漁船隻数は 1984 年にピークを迎え、一貫して減

少している。隻数では 98%、総トン数では 63%を FRP 船が占めている。 

 

図 １ 漁船全勢力（船質別隻数）の推移 

（出典）水産庁『漁船統計表』 

 

 

図 ２ 漁船全勢力（船質別総トン数）の推移 

（出典）水産庁『漁船統計表』 
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鋼船 

鋼船一隻当たりの素材重量を 200 t、鋼船の耐用年数を 15年として[2, p.6]、15

年経過したものを廃棄船該当船とした。計算式は以下のとおりである。推定に当たっ

ては、水産庁『漁船統計表』、水産庁『漁船保険統計表』を使用した。 

（ある年の廃棄鋼船量）＝（15 年前の船齢 0-1 被保険隻数）÷（15年前の鋼船保険

加入率）×（一隻当たり素材重量 200 t） 

 

 

図 ３ 廃棄鋼船発生量の推定量 
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木船 

木船一隻当たりの素材重量を 2.0 t とし[2, p.7]、前年と比較した登録隻数の変

化量を廃棄船量とした。計算式は以下のとおりである。推定に当たっては、水産庁『漁

船統計表』を使用した。 

（ある年の廃棄木船量）＝｛（前年の木船登録隻数）－（ある年の木船登録隻数）｝×

（一隻当たりの素材重量 2.0 t） 

 

 

図 ４ 廃棄木船発生量の推定量 
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FRP 船 

FRP 船一隻当たりの素材重量を 2.5 t とし、耐用年数を 20年として、20年経過し

たものを廃棄船該当船とした[2, p.8]。なお、FRP 漁船の耐用年数は約 24 年、寿命

は 62年以上と推定されている文献も存在する[3]。 

1998 年以前の『漁船保険統計表』船齢別被保険隻数データの対象は総トン数 5 トン

以上の動力船である。FRP 船においては 5トン未満のものが大半を占める（1999 年被

保険隻数において 88.6%、勢力数において 91.3%）ため、5 トン未満も含めて掲載さ

れている 1999 年以降の『漁船保険統計表』データを使用することとした。このデー

タには船齢 15年まで 1年刻みで掲載されており、1999 年の統計表には、1985 年竣工

の船のうち、1999 年時点で保険加入している数が記載されている。1985 年竣工の FRP

船は 2005 年に廃棄船になると仮定したため、2005 年以降の廃棄発生量を推定した。

計算式は以下のとおりである。推定に当たっては、水産庁『漁船統計表』、水産庁『漁

船保険統計表』を使用した。 

（ある年の廃棄 FRP 船量）＝（20 年前に竣工した FRP 船で、保険に加入している隻

数）÷（20 年前の FRP 船保険加入率）×（1隻当たりの素材重量 2.5 t） 

 

なお、FRP 船は鋼船と同じく建造年次をもとに廃棄船量を推定しているが、漁船法

に基づく登録数の変動を見ると、2011 年に東日本大震災等による影響により 22,141

隻（55,000 t 相当）の減少があった。したがって、この推計は現状を厳密には反映

していない可能性がある。 

 

 

図 ５ 廃棄 FRP 船発生量の推定量 
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表 ４ FRP 船登録数の変動 

年 FRP 船勢力数 前年からの増減数 

2008 277,852 ▲5,990 

2009 271,376 ▲6,476 

2010 266,595 ▲4,781 

2011 244,454 ▲22,141 

2012 246,386 ＋1,932 

2013 241,358 ▲5,028 

2014 235,954 ▲5,404 

2015 230,518 ▲5,436 

2016 225,511 ▲5,007 

2017 218,976 ▲6,535 

（出典）水産庁『漁船統計表』 

（登録義務のない総トン数 1トン未満の無動力船を含む） 
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 漁網 

漁網の使用期間は 1～40 年と漁業種類によって大きく異なっており、多くの漁業種

類では、撚糸等で補修しながら使用し続けているが、本推定においては、補修又は廃棄

の際に発生する廃棄漁網と同量の漁網の購入量があるものとし、漁網の出荷量と同じだ

けの廃棄量があるものとした。なお、1996～2011 年は漁網のみの出荷量データが存在

しなかったため、漁網+陸上網の出荷量を併せて示す。推定に当たっては、経済産業省

『繊維統計年報』を使用した。 

 

 

図 ６ 廃棄漁網発生量の推定量 
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漁網（輸出入勘案） 

図 ６における推定方法に加え、そこから同年の輸出量を引き、輸入量を加えた。

輸出入データは 1998 年以降存在し、漁網のみの出荷量は 1996～2011 年のデータが

存在しないため、輸出入を勘案した廃棄漁網発生量は 2012 年以降を推定した。計算

式は以下のとおりである。推定に当たっては、経済産業省『繊維統計年報』、財務省

『貿易統計』を使用した。 

（ある年の廃棄漁網量）=（同年の漁網出荷量）－（同年の漁網輸出量）＋（同年

の漁網輸入量） 

 

 

 
図 ７ 廃棄漁網発生量の推定量 

 

 
図 ８ 漁網の出荷・輸出・輸入量推移  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

漁
網

（
t）

年

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

漁
網

（
t）

年

出荷量 輸出量 輸入量



 

１５ 

 

 貝殻等 

海面、内水面、養殖の漁獲量を合計し、魚種ごとに総漁獲量と廃棄率との積を求めた。

これを足し合わせ、貝殻等の発生量とした。対象とした魚種は、ほたてがい、かき類、

しじみ、うに類、さざえ、あさり類、あわび類、真珠、その他（はまぐり類、うばがい、

さるぼう等が合算）である。ただし、貝殻等発生量割合の推定において、あわび類と真

珠は 1%に満たなかったためその他に含めた。計算式は以下のとおりである。推定に当

たっては、農林水産省『漁業・養殖業生産統計年報』、文部科学省『日本食品標準成分

表 2015 年版（第 7訂）』を使用した。 

（ある年の貝殻等発生量）＝総和｛（同年のある魚種の漁獲量）×（同魚種の廃棄率）｝ 

 

 

図 ９ 貝殻等発生量割合の推定量 

 

 

図 １０ 貝殻等発生量の推定量 
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 カキ養殖用パイプ 

カキ養殖用パイプはカキが生長するための土台となる垂下連に使われるポリエチレ

ン製資材である。カキ養殖用パイプには 2 種類ある。採苗に使われる長さ 1.5cm ほどの

もの（以下、豆管）と育成用の長さ 20cm のもの（以下、育成用パイプ）である。外径

1.5 cm、内径 1cm の形状をしており、比重を 0.95 と仮定すると 1 本あたりそれぞれ

1.4g、18.7g と推定される。豆管は広島県、宮城県、岡山県等採苗を行っている地域で

広く使用されている。一方、育成用パイプは広島県でのみ使用されている。パイプは繰

り返し利用されているが、カキ筏に船舶が衝突する事故、荒天により意図せず流出する

ことがある。ここでは経年劣化による取替え分を廃棄量として推定する。 

経年劣化の原因としては、紫外線、接触、衝撃、圧縮加重が考えられる。紫外線によ

る劣化のみを考慮して経年劣化による耐用年数を計算することとする。また、かき養殖

の際の吊下げ深さは地域、方式、次期により異なるが、3mと仮定する。また、屋外に暴

露される期間は採苗で年間海中 4 か月と海上 3 か月、育成で年間 10か月と仮定する。 

沿岸部かつ相対的に日本に緯度が近い英仏海峡では 315nm の紫外線の吸光度（10cm）

は 0.041 あり[5, p.593]、このとき水深 3 m における紫外線の強度は、海中に入った紫

外線の海面付近における強度の 0.059 倍と計算される。ポリエチレンは地上における 8

から 10 か月分の紫外線により機械的強度が低下するほど劣化するとされている[6, 

p.16]。したがって、水深 3m で同程度に劣化するまでには 140 から 170 か月の暴露を要

するものと計算される。 

ゆえに、豆管は 2.7 年、育成用パイプは 15 年で取替えられ、廃棄されるものと推測

される。計算式は以下のとおりである。推定に当たっては、農林水産省『漁業・養殖業

生産統計年報』、文部科学省『日本食品標準成分表 2015 年版（第 7 訂）』を使用した。 

● 計算式（豆管） 

（廃棄量）＝（全国かき種苗販売数）×（1 連あたりほたて貝原盤枚数 70 枚）÷2.7

年×1.4 g 

● 計算式（育成用パイプ） 

（廃棄量）＝3億×（広島県養殖かき収獲量）÷（2017 年広島県養殖かき収獲量）÷

15 年×18.7 g 

※2017 年の育成用パイプ現存量を 3億本[4, p.25]と仮定し、これを基準とする。 
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図 １１ 廃棄かき養殖用パイプ発生量の推定 
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 漁業系廃棄物の問題点 

漁業系廃棄物には処理段階ごとに以下のような問題点が挙げられる。 

 

表 ５ 漁業系廃棄物の問題点 

3.1 分別 (1）付着海生物の排

出 

分別場所が不足している。 

(2）材質別の分別 ① 漁具として使われる網、鋼製ワイヤ一、ロープ、

浮子等が絡みあったまま廃棄物として排出される。 

② 材質の多様化により、分別が複雑になっている。 

(3) 一般廃棄物との

混合排出 

廃プラスチック類等産業廃棄物が、生活系一般廃棄

物と混合排出される。 

3.2 保管 (1）保管場所の管理 保管場所に生活系ごみが投棄される。 

(2) 保管場所の確保 保管場所が不足している。 

3.3 収集・

運搬 

(1）収集・運搬 収集・運搬の費用負担が増加している。 

(2）飛散 運搬中に廃棄物が飛散する。 

3.4 自己

処理 

(1）不適正処理 ① 処理施設が不足し、不適正処理が行われている

ことがあり、生活環境の保全に支障が生じている。 

② 漁船（FRP 船、木船）の自己処理（焼却）により

住民からの煙苦情問題や、焼却残渣放置問題が生じ

ている。 

③ 漁港、海岸、河川等への放置、不法投棄処分が

発生している。 

3.5 委託

処理 

(1)費用負担 ① 不法投棄・放置物件の所有者確定が困難で、そ

の処理を行わざるを得ない立場の者の費用負担が

増加している。 

② 中国の廃プラスチック類の輸入規制等の影響を

受け、処理費用が増加している。 

(2）委託先の選定 ① 廃棄漁具の受入可能な処分業者が不足してお

り、探すことが困難である。 

② 適正業者の選定が困難である。 
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 漁業系廃棄物対策の現状 

 

 水産庁における漁業系廃棄物対策(漁業系廃棄物計画的処理推進指針) 

Ⅰはじめにの項で述べた状況を踏まえ、漁業系廃棄物の計画的な処理を推進する必要性

から、水産庁により令和２年に「漁業系廃棄物計画的処理推進指針」が策定された。この指

針は、①廃棄物処理法の基本に立ち返り、事業者たる漁業者自身が主体となった取組を基本

的な枠組みとしつつ、②実行可能性・継続性を重視し、個々の漁業者が実行・継続すること

が可能な簡易な取組を提示した上で、③集団的処理が効率的と考えられるもの（一定の地域

内で単一種類の廃棄物が大量に発生するもの）について、漁業者団体等がその計画的処理を

推進する枠組みを提案することをコンセプトとしている。 

本指針では、個々の漁業者が自ら排出する漁業系廃棄物を計画的に処理していくために、

また漁業者団体たる漁協・漁連が傘下の漁業者の漁業生産活動により大量に発生する漁業

系廃棄物の計画的な処理を推進するために、役立つと考えられる手順を手引きとして提案

している。 

 

 漁業系廃棄物の計画的処理と地方公共団体の廃棄物処理計画 

漁業系廃棄物の計画的処理は、都道府県及び市町村の協力の下に推進されることが望ま

しく、地方公共団体は、都道府県知事の廃棄物処理計画及び市町村の一般廃棄物処理計画と

の整合性を十分考慮し、漁業者及び漁業者団体等を指導することが適切である。 

【解 説】 

地方公共団体における廃棄物処理計画の概要は以下のとおりである。 

 

（都道府県廃棄物処理計画） 

第５条の５ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物

の減量その他その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を

定めなければならない。 

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内にお

ける廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 

三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

五 非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要

な事項 

３・４ （省略） 
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（一般廃棄物処理計画） 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一

般廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

２ 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内

の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

３・４ （省略） 
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 漁業系廃棄物の処理方法 

 

 漁業系廃棄物等の処理の優先順位 

漁業用資材については、効率的に利用されること及びなるべく長期間使用される

こと等により、廃棄物等となることが出来るだけ抑制されなければならない。 

循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲

で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であるこ

とが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。 

一 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再

使用がされなければならない。 

二 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであ

って再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければなら

ない。 

三 循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定に

よる再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、

熱回収がされなければならない。 

四 循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われな

いものについては、処分されなければならない。 

漁業系廃棄物等のうち、循環資源以外のものについては、適正に処理されなければ 

ならない。 

 

 分別・保管 

 分別 

排出事業者は、漁業系廃棄物の排出に当たり、処理方法別に分別する。 

【解 説】 

分別の必要性 

漁業系廃棄物には処理基準の異なる各種のものがあるため、また、循環的な利用を

促進するためには、これらを混合して排出することは適切ではない。したがって、排

出事業者は原則として漁港区域内等の予め定められた場所において、処理・再生方法

別に漁業系廃棄物を分別する。 

分別の方法 

売却するものを分別したうえで残りを一般廃棄物、産業廃棄物に分別する。なお、

漁業系廃棄物の処理を委託する場合には、委託先から処理方法を踏まえた分別を求

められることがある。 

 

 保管 

排出事業者は、産業廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に定める保管基準に従

わなければならない。 
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なお、基準に従うべき排出事業者等により基準に適合しない保管等が行われた場合は、

改善命令を受ける可能性があり、当該命令に従わなかった場合には、３年以下の懲役若

しくは 300 万円以下の罰金又はこれらが併科され得る。 

【解 説】 

保管は、漁業者が産業廃棄物を発生場所から搬出するまでの間において、自ら一時的に

漁業系廃棄物を保管する行為をいう。 

漁業者が共同して保管施設を利用する場合には、保管責任の所在が不明確になり易い

ため、当該保管施設を利用する漁業者や管理者は特別な留意が必要である。 

保管基準 

 周囲に囲いがあり、保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造であ

る場合においても、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。なお、囲いを設

ける目的は、「保管場所へみだりに人が立ち入ることの防止」であることから、例え

ば海面、河川、崖等の地形で囲まれている場合など、周囲から人がみだりに立ち入

ることができない場所で廃棄物を保管する場合は囲いを要しない。 

 見やすい箇所に次に掲げる内容を記載した掲示板が設けられていること。 

  （掲示内容） 

  ・縦及び横それぞれ６０センチメートル以上であること。 

    ・産業廃棄物の保管の場所である旨を表示すること。 

    ・保管する産業廃棄物の種類を表示すること。 

    ・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先を表示すること。 

    ・屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、最大保管高

さを表示すること。 

 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発

散しないように以下のとおり実施すること。 

    ・産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、当該汚水による公

共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設け

るとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 

・その他 

生活環境の保全上支障のないように必要な対策を実施すること。 

 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように

すること。 

 

その他 

一般廃棄物や、廃棄物でない漁業用資材の保管においても、付着生物残渣等の溶出

や悪臭の発散その他生活環境の保全上支障のないように、（１）に準じた必要な対策

を実施すること。 
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 自己運搬 

産業廃棄物の運搬に当たっては、廃棄物処理法に定める基準に従わなければならない。 

なお、基準に従うべき排出事業者等により基準に適合しない運搬が行われた場合は、改善

命令を受ける可能性があり、当該命令に従わなかった場合には、３年以下の懲役若しくは

300 万円以下の罰金又はこれらが併科され得る。 

また、廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の運搬をした場合には、３年

以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれらが併科され得る。 

【解 説】 

産業廃棄物の自己運搬に当たっては、廃棄物処理法に定める運搬基準に従わなけ

ればならない。 

 車体の両側面に産業廃棄物の運搬の用に供する運搬車である旨（約 4.9 ㎝以上で

表示）及び氏名又は名称（約 3.2 ㎝以上で表示）を鮮明に表示すること。なお、船

舶においても同様の内容の表示が必要である。 

 次に掲げる事項を記載した書面を携帯すること。 

 ・氏名又は名称及び住所 

 ・運搬する産業廃棄物の種類及び数量 

 ・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡

先 

 ・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先 

 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 

 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じな

いように必要な措置を講ずること。 

 運搬車、運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの

ないものであること。 

その他 

一般廃棄物を自己運搬する場合や、廃棄物でない漁業用資材を運搬する場合におい

ても、飛散、流出その他生活環境の保全上支障のないように、必要な対策を実施する

こと。 

   

 自己処理  

 廃棄物ごとの処理方法 

排出事業者は漁業系廃棄物の減量化及び廃棄物処理施設への負荷軽減を図るために

破砕、洗浄、分別等を行うことが望ましい。排出事業者自ら実施している処理方法の事

例は次のとおりである。 
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表 ６ 漁業系廃棄物の処理方法 

廃棄物の種類 処理方法 

漁 
船 
漁 
業 

廃プラスチック
類 漁網 

付着物の除去※、フロートやおもりの
回収、切断、プラスチック素材ごとの
分別 

化繊ロープ類 
付着物の除去※、切断、プラスチック
素材ごとの分別 

廃プラスチック
類、金属くず 

鉛入り漁網、ロープ 
付着物の除去※、プラスチックと鉛の
分別 

FRP 船 
付着物の除去※、抜油、バッテリーそ
の他手で降ろせる全てのものの除去 

魚介類残渣 貝殻、付着物残渣 付着物の除去※ 

えさの残渣 乾燥 

養 
殖 
業 

廃プラスチック
類 

養殖いけす用網、のり
網 

付着物の除去※ 

発泡スチロール製フ
ロート 

付着物の除去※、破砕 

廃プラスチック
類、金属くず FRP 船 

付着物の除去※、抜油、バッテリーそ
の他手で降ろせる全てのものの除去 

パールネット、丸かご 付着物の除去※ 

魚介類残渣 貝類 付着物の除去※ 

   ※ 付着物（貝殻、海藻、砂、塩）の除去の方法としては、脱塩、高圧洗浄、乾燥、破砕、 

海中お掃除ロボット等が確認された。 

 

 焼却に当たっての注意 

自己処理における焼却は、中間処理施設に係る廃棄物処理法、大気汚染防止法及びダ

イオキシン類対策特別措置法等の法令に適合して行わなければならない。 

【解 説】 

野外焼却は原則として禁止されている。漁業系廃棄物の自己処理における焼却に

ついても、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却として、

生活環境に与える影響が軽微である漁網に付着した海産物の焼却等が挙げられるが、

廃プラスチック類等の焼却は認められていない。 

焼却炉によっては生活環境の保全上、支障を生ずるおそれのあるものもあること

等から、焼却炉を設置し自己処理するに当たっては、廃棄物処理法等に基づく都道府

県の施設設置許可等が必要な場合があるため、都道府県と相談されたい。なお、産業

廃棄物の自己処理施設を有する事業者が、事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置

かなかった場合には、30万円以下の罰金の適用がある。 

上記の許可等が不要な焼却炉においても、法定基準に従わない廃棄物の焼却は禁

止されている。 
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図 １２ 廃棄物焼却炉の法定基準 

出典：東京都ホームページ 

 

野外焼却や処理基準に従わない廃棄物の焼却をした場合（未遂を含む。）には、５

年以下の懲役若しくは 1,000 万円（法人は３億円）以下の罰金又はこれらが併科され

得る。 
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 埋立てに当たっての注意 

廃棄物を埋立処分する場合には、その規模にかかわらず、自己処理として行う場合も

含めて都道府県知事の施設設置許可が必要となる。 

 

 委託処理  

 処理業者に委託する場合の注意 

排出事業者は、漁業系廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に定める委

託基準に従って事前に委託契約をしなければならない。 

排出事業者は、漁業系廃棄物の処理を委託する場合に、収集・運搬業者及び処分業

者から許可証の提示を求める等により業の許可等を確認する。 

排出事業者は、収集・運搬業者及び処分業者（中間処理業者又は最終処分業者）と

それぞれ委託契約をしなければならない。 

排出事業者は、産業廃棄物の搬出時には立ち会うこととする。 

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合には産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）を交付しなければならない排出事業者等が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人

に委託し、当該産業廃棄物を引き渡す際に、マニフェストを交付しなかった、記載す

べき事項を記載せずにマニフェストを交付した、あるいは虚偽の記載をして、マニフ

ェストを交付した場合には、１年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はこれ

らが併科され得る。 

 

 

 

 

 

 

 

図 １３ 委託契約図（例） 

処分契約
収集運搬契約

A県 B県

処分業者
（中間処理業者又は

　　　最終処分業者）

A県及びB県の許可

排出事業者 収集運搬業者

B県の許可

排出事業者は、委託する収集運搬業者及び処分

業者の両者と契約しなければならない。 
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【解 説】 

委託基準に従った契約 

廃棄物処理法は、廃棄物を排出する事業者が自らの責任において廃棄物を適正に

処理することと定めている。 

したがって、排出事業者は、漁業系廃棄物についての事業系の一般廃棄物又は産業

廃棄物の処理を委託する場合にあっては、各々の基準に従わなければならない。 

排出事業者が、廃棄物の処理の委託の基準に違反して、廃棄物の運搬又は処分を他

人に委託した場合には、３年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれらが

併科され得る。 

（一般廃棄物） 

廃棄物の種類や量、処理方法、地域等に応じた適正な処理料金を支払って、市町

村へその処理を委託するか、当該廃棄物についての収集・運搬、処分の許可等を有

する一般廃棄物の収集運搬業者、処分業者に委託しなければならない。 

（産業廃棄物） 

廃棄物の種類や量、処理方法、地域等に応じた適正な処理料金を支払って、他人

の産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行うことができる者（許可を受けた

産業廃棄物処理業者、再生利用業者等）であって、委託しようとする産業廃棄物の

運搬又は処分がその事業の範囲に含まれるものに委託しなければならない。 

なお、排出事業者が、廃棄物の運搬又は処分を廃棄物収集運搬業者・処分業者等

以外の者に委託した場合には、５年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金又は

これらが併科され得る。 

 

処理料金 

適正な処理料金を支払っていない場合や、委託先の選定に当たって、合理的な理由

なく、適正な処理料金か否かを把握するための措置（例えば、複数の処理業者の見積

もりをとること）等を講じていない場合には、措置命令の対象になる可能性がある。 

排出事業者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違

反した場合には、５年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金又はこれらが併科

され得る。 

適正な処理を確保するためには、優良な処理業者を選定する必要があるが、通常の

許可基準よりも厳しい基準に適合した優良産廃処理業者の情報が以下のウェブサイ

トで公開されているので、適宜活用されたい。 

優良さんぱいナビ 

http://www2.sanpainet.or.jp    

 

業の許可等の確認 

収集・運搬業者及び処分業者の業の許可等については、許可証等の提示による事業

範囲の確認をするとともに、必要に応じ、実地調査や写真等による最終処分場等の状

況（残存容量等）を確認することが望ましい。 



 

２８ 

 

 業の区分（一般廃棄物か産業廃棄物か、収集運搬業か処分業か） 

 廃棄物の種類（委託したい廃棄物を扱うことができるか） 

 処理の方法、内容、能力（中間処理業か埋立業か、安定型埋立処分場か管理型埋立

処分場か、委託したい廃棄物量を処理できるだけの施設を有しているか） 

 許可の条件及び期限（搬入時刻、処理条件に合致するか、許可が失効していない

か） 

 運搬業者の場合、発生地と処分地を管轄する都道府県知事又は市町村の許可等 

 

直接契約 

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、収集・運搬業者及

び処分業者とそれぞれ書面で契約しなければならない。委託契約の形態は、排出事業

者と収集・運搬業者及び排出事業者と処分業者の契約による直接契約（二者契約）と

する。 

また、契約に当たっては以下の事項を含む委託契約を文書にし、契約の終了の日か

ら５年間保管する。 

 排出事業者と収集・運搬業者との契約に含める事項 

詳細は、参考資料２を参照すること。なお、標準様式の電子データが必要な場合

は、全国産業資源循環連合会に確認されたい。 

 排出事業者と収集・運搬業者との契約書に添付すべき書面 

 委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであること

を証する書面（許可証や認定証の写し等） 

 排出事業者と処分業者との契約に含める事項 

 詳細は、参考資料２を参照すること。なお、標準様式の電子データが必要な場合

は、全国産業資源循環連合会に確認されたい。 

 排出事業者と処分業者との契約書に添付すべき書面 

 委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるもので

あることを証する書面（許可証や認定証の写し等） 

 

実地確認 

産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から

最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために

必要な措置を講ずるように努めなければならない。事業者が委託先において適正処

理が行われていることを確認する方法として、当該処理に供する施設を実地に確認

することが考えられる。実地確認は、委託した産業廃棄物の保管状況や実際の処理行

程等について、処理業者とコミュニケーションをとりながら行うことや、公開されて

いる情報について、不明な点や疑問点があった場合には処理業者に回答を求めるこ

となど、法に基づき適正な処理がなされているかを実質的に確認することが重要で

ある。 
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産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

 排出事業者のマニフェスト記載事項 

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（ 3）に掲げる場合を除く。）に

は、当該委託に係る産業廃棄物の引き渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬又は処分

を受託した者に対し、参考資料３に掲げる事項を記載した産業廃棄物管理票（マニフ

ェスト）を交付しなければならない。 

なお、マニフェスト用紙は各都道府県産業資源循環協会等で有償頒布しているの

で活用されたい。 

 マニフェストの交付 

１）原則として当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。 

２）引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあっては、運搬先

ごとに交付すること。 

３）当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称がマニフェストに記載

された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 

４）漁業協同組合等が漁業系廃棄物の集荷場所を提供しており、当該廃棄物が適正

に回収・処理されるシステムが確立している場合には、漁業協同組合等が排出

者である漁業者に代わってマニフェストを交付することができる。なお、この

場合においても、処理責任は排出者である個々の漁業者にあり、産業廃棄物の

処理に係る委託契約は、個々の漁業者の名義においてそれぞれ行わなければな

らない。 

５）マニフェストには紙マニフェストのほかに電子マニフェストがあり、排出事業

者及び委託先の産業廃棄物処理業者が電子マニフェストに加入している場合に

利用が可能である。加入に当たっては、団体加入を行うと基本料金が無料とな

るので、適宜活用されたい。電子マニフェストのシステムについては参考資料

３を参照すること。 

 マニフェストの交付を要しない場合 

１）国や自治体に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合 

２）海洋汚染防止法の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾

管理者又は漁港管理者に廃油の運搬又は処分を委託する場合 

３）広域認定等を受けた者に当該認定等に係る産業廃棄物の当該認定等に係る運搬

又は処分を委託する場合 

 その他の排出事業者のマニフェストに係る規定 

１）マニフェストは、交付し、又は送付を受けた日から５年間保存しなければなら

ない。マニフェスト交付者が、交付した、又は送付を受けたマニフェストの写

しを５年間保存しなかった場合には、１年以下の懲役若しくは 100 万円以下の

罰金又はこれらが併科され得る。 

２）委託事業者からマニフェストの写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分

が終了したことを当該マニフェストの写しにより確認する。 

３）交付したマニフェストに関する報告書を作成し、毎年６月 30 日までに前年度交
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付分に係る報告書を都道府県知事に提出する。 

４）マニフェスト交付者は、次に掲げる事項が生じた場合には、速やかに委託した

産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支

障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならない（30日以

内に関係都道府県知事へ措置内容等報告書を提出すること。）。 

・交付の日から 90 日（特別管理産業廃棄物については 60 日）以内に運搬終了

票、処分終了票の送付を受けない場合 

・180 日以内に最終処分終了票の送付を受けない場合 

・規定事項が記載されていないマニフェストの写し若しくは虚偽記載のあるマ

ニフェストの写しの送付を受けた場合 

 

 廃棄物ごとの処理方法 

廃棄物ごとの処理委託先及び処理・再生方法は、次のとおりである。処理委託の相談

先については、参考資料４を参照すること。 
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表 ７ 廃棄物ごとの処理方法（漁船漁業※） 

廃棄物の種類 
処理委託先 

 
処理・再生

方法 

漁
船
漁
業 

廃プラスチッ
ク類 

漁網 

産業廃棄物
処理業者 
（※探し方
は、参考資料
４参照、以下
同じ） 

破砕、焼却、
溶融、固形燃
料化、埋立 

化繊ロープ類 

漁網と化繊ロープ類の混合物 

組紐、撚糸 

硬質フロート（ブイ、浮子
類） 

発泡スチロール製フロート 

合成ゴム製おもり 

包装資材（ビニール袋、PP
バンド） 

アナゴ筒（筒、フタ） 

プラスチックパレット 

発泡スチロール製魚箱 

化学繊維ウエス類 

FRP 船 

プラスチック製たこ壺 

＋金属くず 
＋特管廃酸 バッテリー 

特別管理産
業廃棄物処
理業者 

選別、破砕、
中和 

ゴムくず 
天然ゴム製おもり 

産業廃棄物
処理業者 

破砕、焼却、
埋立 

金属くず 廃缶類 

産業廃棄物
処理業者 

破砕、再資源
化、埋立 

廃ワイヤー類 

おもり（鉛） 

鋼船 

ガラス/陶磁器
くず 

陶器製たこ壺 産業廃棄物
処理業者 

破砕、埋立 
集魚灯 

廃油 廃潤滑油 
産業廃棄物
処理業者 

焼却 ビルジ 

塗料 

紙くず ダンボール 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

破砕、焼却、
再資源化、埋
立 

包装資材 

木くず 木製魚箱 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

破砕、焼却、
埋立 船舶の内装材 

木製パレット 
産業廃棄物
処理業者 

破砕、焼却、
埋立 

繊維くず 天然繊維ウエス類 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

破砕、焼却、
埋立 

魚介類残渣 貝殻 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

発酵、破砕、
焼却、肥料
化、埋立 

付着物残渣 

※漁船漁業その他の養殖業以外の漁船を用いない漁業を含む。 
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表 ８ 廃棄物ごとの処理方法（養殖業） 

廃棄物の種類 
処理委託先 

 

主な処理・
再生利用方

法 

養
殖
業 

廃プラスチッ
ク類 

養殖いけす用網、のり網 

産業廃棄物
処理業者（※
探し方は、参
考資料４参
照、以下同
じ） 

破砕、焼却、
溶融、固形燃
料化、埋立 

化繊ロープ類 

硬質フロート（ブイ、浮子
類） 

発泡スチロール製フロート 

フロートカバー 

廃シート類 

プラスチック製養殖用資材
（アゲピン、カキ養殖用パイ
プ等） 

PE・FRP パイプ（養殖筏、の
りひび等） 

のり簀（ノリミス） 

容器包装資材（酸処理剤容
器、ビニール袋、PP バンド
等） 

プラスチックパレット 

発泡スチロール製魚箱 

化学繊維ウエス類 

FRP 船 

＋金属くず パールネット、丸かご 

＋金属くず 
＋特管廃酸 バッテリー 

特別管理産
業廃棄物処
理業者 

選別、破砕、
中和 

金属くず 廃缶類 

産業廃棄物
処理業者 

破砕、再資源
化、埋立 

廃ワイヤー類 

アンカー 

養殖いけす用金網 

養殖いけす枠 

廃油 廃潤滑油 産業廃棄物
処理業者 

焼却 
塗料 

紙くず ダンボール 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

破砕、焼却、
再資源化、埋
立 

包装資材 

木くず 竹（養殖用資材） 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

破砕、焼却、
埋立 船舶の内装材 

木製パレット 
産業廃棄物
処理業者 

破砕、焼却、
埋立 

繊維くず 天然繊維ウエス類 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

破砕、焼却、
埋立 

魚介類残渣 貝類 自治体、一般
廃棄物処理
業者 

発酵、破砕、
焼却、肥料
化、埋立 

付着物残渣 

へい死魚 
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漁 船 

FRP 漁船については、広域認定制度に基づくリサイクル制度が確立されている。詳

細については、参考資料 5-5 を参照すること。 

【解 説】 

排出事業者自らの手で FRP 船や木船の中間処理（解体・破砕・焼却）を行う場合、漁港

域や海浜で安易に行われる場合が多く、残存油脂の流出や有害ガスや煙、粉じんの発生が

見られる。したがって、これらの処理を適正に行える処理施設を有しない排出事業者は自

ら処理を行わず、専門の処理業者に委託すること。 

  

漁 網 

 排出事業者は、廃網を中間処理により、再生網として加工したりプラスチック原

料・燃料化するなど、再生利用を極力推進する。 

 再生利用ができないものについては、原則として焼却や破砕等の減容化をして、

できるだけ直接埋立処分をしない。 

【解 説】 

漁網の再生利用については 6. 循環的な利用の項を参照すること。 

 

貝殻等 

 排出事業者は、貝殻等を中間処理により、炭酸カルシウムの原料にするなど、再生

利用を極力推進する。 

 貝殻等を埋立処分する場合には、一般廃棄物の最終処分場でこれを処理する。 

 付着生物残渣は、そのまま埋立処分せず、焼却することが望ましい。 

【解 説】 

貝殻等の再生利用については 6.循環的な利用の項を参照すること。 

 

魚介類の残渣 

 排出事業者は、魚介類の残渣（へい死魚を含む）を中間処理により、魚かす肥料等

に加工するなど、再生利用を極力推進する。 

 魚介類の残渣は腐敗が速いので、焼却等の中間処理を行い、できるだけ直接埋立

処分しない。 

 埋立処分をする場合には、一般廃棄物の最終処分場でこれを処理する。 

【解 説】 

魚介類の残渣の再生利用については 6.循環的な利用の項を参照すること。 

 

廃 油 

 排出事業者は、廃油等を暖房用の燃料として使用するなど、再生利用を極力推進

する。 

 再生利用ができないものについては、焼却等の処理を行う。 

【解 説】 
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廃油は土壌中で分解を受けにくく、油分により土壌だけでなく地下水及び公共用水域

の汚染もきたすため、流出しないよう適切に管理すること。 

 

 循環的な利用  

 事業者の責務  

漁業者は、その漁業生産活動を行うに際しては、漁業用資材がその漁業生産活動に

おいて漁業系廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、

漁業用資材がその漁業生産活動において循環資源となった場合には、これについて

自ら適正に再使用や再生利用等を行い、若しくはこれについて適正に再使用や再生

利用等が行われるために必要な措置を講じる責務を有する。 

漁業用資材の製造、販売等を行う事業者は、その事業活動を行うに際しては、当該

漁業用資材の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の漁業用資材が廃棄物

等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該漁業用資材の設

計の工夫及び材質又は成分の表示その他の漁業用資材が循環資源となったものにつ

いて適正に再使用や再生利用等が行われることを促進し、及びその適正な処分が困

難とならないようにするために必要な措置を講ずる責務を有する。 

(2)に定めるもののほか、漁業用資材であって、これが循環資源となった場合にお

けるその再使用や再生利用等を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業

者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要である。 

循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、漁業

用資材の製造、販売等を行う事業者は、当該分担すべき役割として、自ら、当該製品、

容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適

正に循環的な利用を行う責務を有する。 

循環資源であって、その再使用や再生利用等を行うことが技術的及び経済的に可

能であり、かつ、その再使用や再生利用等が促進されることが循環型社会の形成を推

進する上で重要であると認められるものについては、当該循環資源の再使用や再生

利用等を行うことができる事業者は、その事業活動を行うに際しては、これについて

適正に再使用や再生利用等を行う責務を有する。 

上記(1)から(5)までに定めるもののほか、事業者は、循環型社会形成推進法第７条

に規定される基本原則にのっとり、その事業活動に際しては、再生品を使用すること

等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する

循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。 

 

【解 説】 

循環資源を多く含む漁網やロープ等の漁業系廃棄物には、複数の素材が使用され

ており、また、その構造的特性から排出者による素材の分別が困難な場合がある。ま

た、排出時の状況も漁業用資材に塩分や生物が付着する等、一般の廃棄物と異なるこ

とから、既存の中間処理施設では処理が困難であり、最終処分場に直接搬入されるこ

とも多いので、国、地方公共団体、漁業協同組合、漁業者、漁業系廃棄物等の処理業
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者及び漁業用資材の製造、販売等を行う事業者がそれぞれの責務を果たし、循環型社

会の形成を推進するための方策として、[1]漁業系廃棄物等の発生抑制、[2]循環資源

の循環的な利用及び[3]適正な処分を確保し、天然資源の消費を抑制することを推進

する必要がある。 

循環型社会の形成を推進するための具体的な方法としては、以下のものが挙げら

れる。 

 網の手入れ等により漁業系廃棄物等の発生を抑制する。 

 漁具製品に関する環境配慮設計等の技術を開発する。 

 排出事業者が自ら再使用する。 

 有価で売却する。（メーカー等による下取りを含む。） 

 他の漁業者による漁業での利用や、農家による防獣・防鳥用ネット利用等の再使

用目的で譲渡する。 

 排出事業者が廃棄物を広域認定業者に引き渡す。 

 漁業系廃棄物を原料・燃料として扱う（マテリアルリサイクル、サーマルリサイク

ル）。 

広域認定の申請 

廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、処理に係る廃棄物の減量その他そ

の適正な処理が確保されるものである等の場合には、環境大臣から認定を受けるこ

とにより、地方公共団体ごとの産業廃棄物処理業の許可を受けずに当該廃棄物の再

生処理（熱回収を含む。）を行うことができる。 

製造業者等が処理を担うことにより、製品の性状・構造を熟知していることで高度

な再生処理等が期待できる等の、第三者にはない適正処理のためのメリットが得ら

れる場合が対象となる。 

   

 廃棄物の種類ごとの循環的な利用等 

廃棄物ごとの循環的な利用等の例を以下に示す。 

 

表９ 廃棄物ごとの循環的な利用等の例 

循環的な利用の方法 循環的な利用等の例 事例の詳細 

① 発生抑制 網やロープの補修 等 参考資料 5-1 参照 

② 環境配慮設計 生分解性カキ養殖用パイプ 参考資料 5-2 参照 

③ 自ら再使用 フロートカバー 等 参考資料 5-3 参照 

④ 売却、メーカー下取り バッテリーや金属資材 等 参考資料 5-4 参照 

⑤ 再使用目的の譲渡 農業用資材 等 参考資料 5-3 参照 

⑥ 広域認定 FRP 船舶 参考資料 5-5 参照 

⑦ 再生利用 
漁網や発泡スチロール製フロ

ートの原料・燃料化 等 
参考資料 5-6 参照 
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 不適正処理の防止  

 放置  

生物付着のある漁業系廃棄物等は、腐敗臭や蚊・はえ等の害虫が発生しやすいの

で、できるかぎり迅速に処理される必要がある。 

漁船を含む漁業用資材の放置は、漁港機能等及び安全上の阻害要因となるので行

ってはならない。 

漁業者が保管している漁業系廃棄物については、当該漁業者が死亡・退職する前に

適正な処理を完了することが原則であるが、仮にそれらの処理をする前に死亡・退職

した場合には、その事業を承継した者が当該漁業系廃棄物等についての処理を行わ

なければならない。 

 

【解 説】 

漁港区域における野積場は限られた期間内での漁業用資材の仮置きが認められて

いるが、これを漁業系廃棄物置場として放置状態にしてはならない。 

護岸・岸壁上に漁業系廃棄物等を放置してはならない。 

護岸・岸壁等に漁業系廃棄物等と化した漁船を放置係留してはならない。 

漁業系廃棄物等の焼却残渣を漁港区域内等の空き地に放置してはならない。 

仮置きもしくは実係留等を行う場合は、その旨が明確になるように表示すること

が望まれる。 

 仮置き表示 

・所有者・連絡先（住所、連絡先） ・内容（名称、証等） 

・仮置き予定期間 

 実係留表示 

漁港管理者の承認による係留証の貼付 

・所有者・連絡先（住所、連絡先）・船舶仕様（船籍、トン数等） 

・係留許可期間 

 

 流出 

漁業者は、使用中の漁具の流出防止のために、漁港等の陸上における適正な管理や

海上及び船上における操業前後の点検等の実施に努める。 

漁具としての使用が想定されていないプラスチック製品等の漁具への流用や漁具

の不適切な使用を行わないようにする。 

漁業者は、海岸漂着物等の発生抑制の観点からも、漁具等の管理及び漁業系廃棄物

の適正処理を実施することが求められる。 

【解 説】 

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境

の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成 21 年法律第 82 号）では、

第 11条第１項において「事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が発生すること

のないように努める」、同条第３項において「事業者及び国民は、その所持する物を適正
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に管理し、若しくは処分すること、又はその占有し、若しくは管理する土地を適正に維持

管理すること等により、海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければならない」とされてい

る。 

 

 不法投棄  

漁業系廃棄物の不法投棄を行ってはならない。 

【解 説】 

何人もみだりに廃棄物を陸地又は海洋に捨ててはならない。 

みだりに廃棄物を捨てた（未遂を含む。）場合には、５年以下の懲役若しくは 1,000

万円（法人は３億円）以下の罰金又はこれらが併科され得る。    

海洋への投棄については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45

年法律 136 号。以下「海防法」という。）で規制されており、船舶からの廃棄物（同

法での廃棄物は「人が不要としたもの」と定義されている）の排出を原則として禁止

している。 これに違反して廃棄物を排出した者は、1000 万円以下の罰金に処され得

る。（過失の場合は 500 万円以下） 

海防法第10条の６第１項に基づき環境大臣の許可を受けて廃棄物を排出しようと

する場合、海洋投入処分する以外に方法がなく、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼ

すおそれがないことを示す必要がある。 

また、漁業生産活動に伴って生じた貝殻を船舶から海洋に排出することは、陸揚げ

前であっても禁止されている。 

貝殻を廃棄物としてではなく、「水質保全」「漁場造成」のために海洋投入する場合

にも、当該貝殻が廃棄物ではないことを明確にする必要がある。 

 

 その他 

漁業の通常の操業時に漁網に混入した漂流ごみ等（いわゆる入網ごみ）については、当分

の間、本ガイドラインの対象外ではあるが、「漂流ごみ等の処理体制構築等について（通知）」

（令和元年６月４日付け環循適発第 1906041 号及び環水大水発第 1906041 号）及び「漂流ご

み等の回収・処理の推進等について」（令和元年６月４日付け元水推第 160 号）を踏まえ、

処理体制を構築することが望ましい。 


